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ＥＴＮ流動性向上プログラムに関する規則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は，ＥＴＮに関する有価証券上場規程の特例の施行規

則（以下「ＥＴＮ特例施行規則」という。）第15条第２項に基づき，Ｅ

ＴＮ流動性向上プログラムに関して必要な事項を定める。 

 

（定 義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号

に定めるところによる。 

(1) 「ＥＴＮ流動性向上プログラム」とは，ＥＴＮ信託受益証券の流

動性向上を目的に，第６条に基づき，取引参加者に対して報奨金を

支払うプログラムをいう。 

(2) 「対象ＥＴＮ信託受益証券」とは，ＥＴＮ流動性向上プログラム

の適用を受けるＥＴＮ信託受益証券のことをいう。 

 

（適用申請） 

第３条 ＥＴＮ流動性向上プログラム（以下「本プログラム」という。）

の適用は，ＥＴＮ信託受益証券の受託有価証券であるＥＴＮの発行者

（以下「ＥＴＮ信託受益証券の発行者」という。）からの申請により行

うものとする。 

２ 前項の規定により本プログラムの適用を申請しようとするＥＴＮ信

託受益証券の発行者は，本所所定の様式による流動性向上プログラム

適用申請書を提出するものとする。 

 

（公 表） 

第４条 本所はＥＴＮ信託受益証券の発行者から前条に規定する申請を
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受けたときは，次に掲げる事項を公表する。 

(1) 対象ＥＴＮ信託受益証券の名称 

(2) 本プログラムを適用する旨 

(3) 本プログラムが適用される期間 

 

（年賦課金） 

第５条 対象ＥＴＮ信託受益証券に係る年賦課金は，６か月間ごとに上

場受益権口数に係る償還価額総額の万分の８とする。 

２ 対象ＥＴＮ信託受益証券の年賦課金は，２月末日及び８月末日に納

入するものする。 

３ 対象ＥＴＮ信託受益証券の年賦課金の計算は，次の各号に定めると

ころによる。 

(1) ２月末日に納入する年賦課金は，前年の12月末日現在における上

場受益権口数に係る償還価額総額を基準とする。 

(2) ８月末日に納入する年賦課金は，６月末日現在における上場受益

権口数に係る償還価額総額を基準とする。 

４ 対象ＥＴＮ信託受益証券の年賦課金の計算上生じた100円未満の金

額は切り捨てる。 

５ 第１項の規定は，本プログラムの適用開始後の最初の対象ＥＴＮ信

託受益証券に係る報奨金の計算対象となる期間（以下「報奨金計算期

間」という。）の最終日以後に最初に到来する年賦課金の納入日に係る

計算から適用を開始する。本プログラムの適用開始後の最初の報奨金

計算期間の最終日以前に到来する年賦課金の納入日に係る年賦課金の

計算は，ＥＴＮ特例施行規則第15条第１項第３号に定めるとおりとす

る。 

６ 対象ＥＴＮ信託受益証券の新規上場申請者に係る年賦課金について

は，第３項の規定にかかわらず，当該ＥＴＮ信託受益証券が１月１日

から６月末日までの間に上場された場合には２月末日に納入する年賦
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課金，当該ＥＴＮ信託受益証券が７月１日から12月末日までの間に上

場された場合には８月末日に納入する年賦課金をそれぞれ免除する。 

７ 第１項の規定にかかわらず，本プログラムの適用開始後の最初の対

象ＥＴＮ信託受益証券に係る報奨金計算期間に属する月数が６か月に

満たない場合の当該報奨金計算期間終了後に最初に到来する年賦課金

の納入日に係る年賦課金については，当該報奨金計算期間に属する月

数であん分した金額とする。  

８ 第１項の規定にかかわらず，対象ＥＴＮ信託受益証券の上場廃止日

の属する年の年賦課金については，本所がその都度定める。 

 

（報奨金） 

第６条 本所は，対象ＥＴＮ信託受益証券の６か月間における売買代金

を基準として，取引参加者に対して報奨金を支払う。 

２ 前項に定める報奨金は対象ＥＴＮ信託受益証券に係る報奨金計算期

間における売買代金（報奨金計算期間中に取引参加者が合併等（合併，

分割による事業の承継又は事業の譲受けをいう。以下同じ。）により他

の取引参加者の事業を承継した場合には，当該他の取引参加者の対象

ＥＴＮ信託受益証券に係る売買代金を合算した金額とする。以下同

じ。）の上位５位までの取引参加者を対象とする。 

３ 前項に定める売買代金の上位５位までの取引参加者に対する個別の

報奨金の金額は，報奨金計算期間における対象ＥＴＮ信託受益証券に

おける報奨金の６か月間の総額に比例あん分比率（対象ＥＴＮ信託受

益証券に係る当該上位５位までの取引参加者の合計売買代金に対する

当該取引参加者の売買代金の比率（小数点以下第３位まで求め，第４

位以下切捨てとする。）をいう。）を乗じて算定する。 

４ 報奨金計算期間は，前年７月１日から前年12月末日までの６か月間

（前年７月１日から前年12月末日までに本プログラムの適用を開始し

た銘柄については，当該適用を開始した日から前年12月末日までの期
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間とする。以下同じ。）及び１月１日から６月末日までの６か月間（１

月１日から６月末日までに本プログラムの適用を開始した銘柄につい

ては，当該適用を開始した日から６月末日までの期間とする。以下同

じ。）とする。 

５ 前年７月１日から前年12月末日までの６か月間を報奨金計算期間と

する報奨金の支払期限は３月末日までとし，１月１日から６月末日ま

での６か月間を報奨金計算期間とする報奨金の支払期限は９月末日ま

でとする。 

６ 対象ＥＴＮ信託受益証券における報奨金の６か月間の総額は，上場

受益権口数に係る償還価額総額の万分の７とする。 

７ 対象ＥＴＮ信託受益証券における報奨金の６か月間の総額の計算に

おいて基準とする受益権口数に係る償還価額総額は，次の各号に定め

るところによる。 

(1) ３月末日までに支払う対象ＥＴＮ信託受益証券における報奨金の

６か月間の総額は，前年の12月末日現在における上場受益権口数に

係る償還価額総額を基準とする。 

(2) ９月末日までに支払う対象ＥＴＮ信託受益証券における報奨金の

６か月間の総額は，６月末日現在における上場受益権口数に係る償

還価額総額を基準とする。 

８ 第６項の規定にかかわらず，対象ＥＴＮ信託受益証券に係る最初の

報奨金計算期間に属する月数が６か月に満たない場合の当該報奨金計

算期間に係る報奨金の総額については，当該報奨金計算期間に属する

月数であん分した金額とする。 

９ 第６項の規定にかかわらず，対象ＥＴＮ信託受益証券の上場廃止日

の属する報奨金計算期間に係る報奨金については，本所がその都度定

める。 

 

（適用期間） 
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第７条 対象ＥＴＮ信託受益証券に係る本プログラムの適用期間は原則

２年間とする。 

 

（委任規定） 

第８条 この規則の規定の解釈及び運用に関し必要な事項は，本所が定

める。 

 

 

付 則 

１ この規則は，平成23年８月１日から施行する。 

２ 第３条に定める本プログラムの適用の申請は，この規則施行の日か

ら平成24年10月11日までの間に限り行うことができるものとする。 

付 則 

 この規則は，平成25年１月１日から施行する。 


